
《 飼い犬の行方がわからなくなった時の連絡先》
神奈川県動物愛護センター ０４６３－５８－３４１１
厚木警察署 ０４６－２２３－０１１０
厚木保健福祉事務所 ０４６－２２４－１１１１

厚木市役所 ０４６－２２５－２７５０

リード（引き綱）は必ず付けましょう

犬のふんの放置禁止
必ず、家に持ち帰りましょう！
散歩に出かける前に家でトイレを済ま
せる習慣をつけさせましょう。外でふんを
した場合は、必ず持ち帰りましょう。

おしっこにも注意！
電柱等におしっこをかけるのは犬の習性

ですが、金属製の柱は、そこから錆びること
があります。 おしっこをした場合には、ペット
ボトル等の水で、流しましょう！

犬の散歩に出かけるときは、必ず次のことを守りましょう！

きれいにしてくれて
ありがとワン

１

２

３

４ 身元表示をしましょう
災害時や迷子などの万が一に備え、マ

イクロチップの装着、迷子札の着用等によ
り、飼い主が判明できるようにしましょう。

犬の散歩のルール
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【問い合わせ】
厚木市 生活環境課 TEL：０４６－２２５－２７５０

リードを放して散歩することは、禁止されてい
ます。 必ずリードにつないで散歩しましょう。

守れていますか？


